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(57)【要約】
【課題】ネジ受片が互いに平行にならない状態でも容易
かつ安定した締め付けを可能とする締付けバンドを提供
する。
【解決手段】管継手の締付けバンドを縮径可能な側面視
略Ｃ形のクランプ部６１と、該クランプ部のＣ形のの各
端部から互いに相対向する姿勢で径方向外方に延出され
た一対のネジ受片６３と、それらを締結するためのネジ
６７、ナット６５、及びワッシャ６６とから構成する。
各ネジ受片は、ネジが挿通されるネジ挿通孔６２を備え
、その開口縁部には凸状円弧面６４aが形成されている
。前記ナット６５及びワッシャ６６は、当該凸状円弧面
の弧に沿った方向に摺動しながら回動変位できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続すべき管体の端部を継手本体の筒状接続部に外嵌して接続部分の外周面から締付バ
ンドで締結する管継手であって、
　前記締付バンドは、縮径変形可能な側面視略Ｃ形のクランプ部と、該クランプ部のＣ形
の各端部から互いに相対向する姿勢で径方向外方に延出された一対の締結片と、該一対の
締結片同士を締結するためのボルト及びナットとを備え、各締結片は、前記ボルトが挿通
されるボルト挿通孔を備え、前記ナットは、一方の締結片の外面側に配置され、前記ボル
トは、ボルト頭が他方の締結片の外面側に配置され且つネジ軸が各締結片のボルト挿通孔
を貫通してナットに螺合され、ボルト又はナットが当接する各締結片の外側面は、クラン
プ部の軸心に対して略平行な軸心を有する凸状円弧面とされ、これによりボルト並びにナ
ットが前記円弧面に沿った方向に摺動しながら回動変位できるように構成されている管継
手。
【請求項２】
　各締結片は、さらに、前記凸状円弧面の両側縁部に形成された規制壁部を備え、該壁部
によりボルト並びにナットの回動方向を円弧面に沿った方向のみに規制することを特徴と
する請求項１に記載の管継手。
【請求項３】
　前記継手本体の筒状接続部に嵌合された管体と締付バンドとの間に径方向に拡縮変形可
能な筒状のスリーブが介在されている請求項１又は２に記載の管継手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は給湯器の送水用管体等に使用される管継手に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、接続すべき管体の端部を継手本体の筒状接続部、若しくは他方の管体の端部に挿
嵌してその接続部分の外周面から締付バンドで締結する管継手構造として、例えば特許文
献１、特許文献２、特許文献３並びに特許文献４に示すものがある。
【０００３】
　上記各特許文献で開示されたような一般的な締付バンドは、図７に示すように側面視略
Ｃ形のクランプ部７と、クランプ部の各開口端縁部から互いに相対する姿勢で外方向に延
出され且つボルト８をルーズに挿通させるためのボルト挿通孔７１を備えた一対の締結片
７２とから構成されており、ボルト８をワッシャ９を介して各締結片のボルト挿通孔７１
に貫通し、その露出端をナット１０に螺合して所定の締付トルクで締結している。
【特許文献１】実開平０４－６８２８６号公報
【特許文献２】特開平０８－１７８１４５号公報
【特許文献３】特開２００１－３２９７５号公報
【特許文献４】特開２００３－２０７０８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この締結時において、所定の締付トルクに達する前に相対する締結片７２が面接すると
、それ以上の締付ができなくなるので、締め付け完了時に、相対する締結片７２の間に若
干の追締め可能な隙間Ｌが形成されるように予め設定されている。しかしその為に次のよ
うな問題点を包含する。即ち、ボルトの締付加減によって、或いは接続される管体の外径
寸法の製作誤差によって、ボルトの最終締結時に相対する締結片７２が正しく並行になら
ないで、図９の（ロ）並びに（ハ）に示すように、互いに少し傾斜した姿勢で締結される
ことが多い。このような場合、ワッシャ座面並びにナット座面が締結片７２の面に対して
傾斜した姿勢で接触するので、ナットをボルト軸心に対して傾斜させるようなおおきなモ
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ーメントが生じ、管の締付に必要な大きな締結力が得られないことがある。
【０００５】
　また、ボルト先端をナット１０に螺合しようとする際には、対の締結片が大きく開いて
いるため、締結片の外側面にナット座面を押し当てるように指で保持すると、該ナットの
軸心がボルト軸心に対して傾斜する。したがって、ナットを浮かせるように指で保持しな
がらボルト軸心に一致させる必要があり、その作業が大変煩わしく面倒である、といった
問題点もあった。
【０００６】
　そこで本発明の主たる目的は、上記したような課題を克服した締付バンドを有する管継
手を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために本発明では次のような技術的手段を講じた。即ち、本発明
は、接続すべき管体の端部を継手本体の筒状接続部に外嵌して接続部分の外周面から締付
バンドで締結する管継手であって、前記締付バンドは、縮径変形可能な側面視略Ｃ形のク
ランプ部と、該クランプ部のＣ形の各端部から互いに相対向する姿勢で径方向外方に延出
された一対の締結片と、該一対の締結片同士を締結するためのボルト及びナットとを備え
、各締結片は、前記ボルトが挿通されるボルト挿通孔を備え、前記ナットは、一方の締結
片の外面側に配置され、前記ボルトは、ボルト頭が他方の締結片の外面側に配置され且つ
ネジ軸が各締結片のボルト挿通孔を貫通してナットに螺合され、ボルト又はナットが当接
する各締結片の外側面は、クランプ部の軸心に対して略平行な軸心を有する凸状円弧面と
され、これによりボルト並びにナットが前記円弧面に沿った方向に摺動しながら回動変位
できるように構成されていることを特徴とするものである。なお、ボルト及び／又はナッ
トの座面側にワッシャを適宜配設することも可能である。
【０００８】
　好ましくは、接続すべき管体の端部を継手本体の筒状接続部に外嵌して接続部分の外周
面から締付バンドで締結する管継手であって、前記締付バンドは、縮径変形可能な側面視
略Ｃ形のクランプ部と、該クランプ部のＣ形の各端部から互いに相対向する姿勢で径方向
外方に延出された一対の締結片と、該一対の締結片同士を締結するためのボルト、ナット
及びワッシャとを備え、各締結片は、前記ボルトが挿通されるボルト挿通孔を備え、各締
結片の外面にはボルト挿通孔の開口縁部に凹状受部が形成され、前記ナットは、一方の締
結片の凹状受部に嵌合配置され、前記ワッシャは、他方の締結片の凹状受部に嵌合配置さ
れ、前記ボルトは、ワッシャから各締結片のボルト挿通孔を貫通してナットに螺合され、
前記凹状受部は、クランプ部の軸心に対して略平行な軸心を有する凸状円弧面を備え、こ
れにより凹状受部に嵌合配置されたワッシャ並びにナットが円弧面に沿った方向に摺動し
ながら回動変位できるように形成されている構造とするのが良い。
【０００９】
　前記締結片は、さらに、前記凸状円弧面の両側縁部に形成された規制壁部を備え、該壁
部によりボルト並びにナットの回動方向を円弧面に沿った方向のみに規制するのが良い。
また、前記継手本体の筒状接続部に嵌合された管体と締付バンドとの間に径方向に拡縮変
形可能な筒状のスリーブが介在されているのが好ましい。この場合、前記スリーブが、軸
心方向に沿ったスリットにより円周の一部が分断され、スリーブ内周面に軸心方向に一定
の間隔をあけてリング状の内側突起が複数形成され、該内側突起の反対側でスリーブ外周
面にリング状の外側突起が形成されている構造とするのがよい。これにより、締付バンド
による外部からの締付力を内側突起部分に集中的に負荷させることができ、より大きな締
付力を得ることができる。
【００１０】
　また本発明では、前記継手本体の筒状接続部外周面にリング状のパッキンを装着するた
めのリング状のパッキン装着溝が設けられ、このパッキン装着溝から筒状接続部の開口端
に通じる漏出溝が設けられている構造とするのが好ましい。この場合、締付バンドは、継
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手本体の筒状接続部と管体との接続部分を外周から締め付けるものであればどのような構
造のものであってもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ボルトの最終締結時に相対する締結片が正しく並行にならないで互い
に少し傾斜した姿勢で締結された場合でも、締結片の外面側に配置されたボルト並びにナ
ットが凸状円弧面に沿って摺動変位することができるので、ボルト並びにナットの座面の
中心部が凸状の円弧面に接するようになり、且つボルト頭部の下部座面とワッシャ上面と
も平行な姿勢で面接するので、ボルト締付を維持するために必要な座面圧が得られて、弛
みの生じない確実な締付状態を維持することができる。加えて、ナットをボルトに螺合さ
せる際には、凸状円弧面に押し当てたナットを該円弧面に沿って指で摺動させることによ
ってナット軸心の角度を微調整して、ボルト軸心に一致させることができるので、容易か
つ迅速にボルトをナットに螺合することができる、といった効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明にかかる管継手の詳細を図１～図６で示した実施例に基づき詳述する。図
において符号１は金属製の継手本体であって、接続すべき管体２の開口端内に嵌入する筒
状接続部１１を一端に有し、他端に別の管体３を螺合連結する筒状のボルト接続部１２を
備えている。
【００１３】
　継手本体１の筒状接続部１１の外周面に、Ｏリング等のリング状のパッキン４を介在さ
せた状態で接続すべき管体２が外嵌される。前記パッキン４は筒状接続部１１の外周面の
軸方向中途部に形成されたリング状のパッキン装着溝１３に装着される。また、接続部１
１外周面には、パッキン装着溝１３から筒状接続部１１の開口端面に通じる漏出溝１４が
設けられている。
【００１４】
　更に、前記継手本体１の筒状接続部１１に外嵌された管体２の外面には金属等からなる
の拡縮変形可能な筒状のスリーブ５を介在させた状態で締付バンド６が取付けられる。
【００１５】
　前記締付バンド６は、金属等の径方向に拡縮変形可能な側面視略Ｃ形のクランプ部６１
と、クランプ部６１のＣ形の各端部から互いに相対する姿勢で外方向に延出され且つ夫々
ボルト挿通孔６２を備えた一対の締結片６３と、該締結片６３の外面でボルト挿通孔６２
の開口縁部に形成された凹状受部６４と、一方の締結片６３の凹状受部６４に嵌合配置さ
れるナット６５と、他方の締結片６３の凹状受部６４に嵌合配置されるワッシャ６６と、
該ワッシャ６６から各締結片６３のボルト挿通孔６２をルーズに貫通してナット６５に螺
合されるボルト６７とから構成されている。
【００１６】
　前記締付バンド６の凹状受部６４は、クランプ部６１の軸心Ｘに対して直交する方向に
沿った凸状の円弧面６４ａと、この凸状円弧面６４ａの両側端部に形成された規制壁部６
４ｂとからなるカマボコ形で形成されている。これにより凹状受部６４に嵌合配置された
ワッシャ６６並びにナット６５が、円弧面６４aに沿った方向にのみ摺動しながら回動変
位できるように形成されている。
【００１７】
　また、図示実施例では、ワッシャ６６並びにナット６５は、その横断面が、凹状受部６
４にちょうど嵌り込む形状の扁平な角柱型であるが、従来公知の円形ないし多角形状のワ
ッシャ及びナットを使用してもよい。
【００１８】
　尚、前記ボルト挿通孔６２は、長手方向が上記円弧面に沿った方向、即ち、クランプ部
６１の軸心Ｘに対して直交する方向に沿うように配置された長穴で形成されている。ボル
ト６７は当該ボルト挿通孔６２にルーズに挿入されているので、当該孔の長手方向に移動
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できる。この長穴に代えて、ボルト挿通孔６２をボルト６７の軸径より大径として、遊び
のある状態でボルトを挿通できるようにしてもよい。
【００１９】
　また、管体２と締付バンド６との間に介在されるスリーブ５は、軸心方向に沿ったスリ
ット５１により円周の一部が分断された割りリングの形態で形成されている。更に、その
内周面に軸心方向に一定の間隔をあけて複数のリング状内側突起５２が形成され、該内側
突起５２の反対側でスリーブ外周面にリング状の外側突起５３が形成されており、この外
側突起５２に締付バンド６の内周面が接するように配置される。また、スリーブ５の一端
部に設けられた係合爪５４が継手本体１の筒状接続部１１の外周面に形成したリング状の
係合溝１５に弾力的に係合して、スリーブ５が筒状接続部１１から抜脱することを阻止し
ている。
【００２０】
　上記の如く構成された管継手では、図２に示すように、継手本体１の筒状接続部１１に
接続すべき管体２を外嵌し、管体２の外周にスリーブ５を嵌めこんでその外周に締付バン
ド６を取り付け、ボルト６７をワッシャ６６から各締結片６３のボルト挿通孔６２を貫通
してナット６５に螺合させ、所定の締付トルクまでボルト６７を回動して締付バンド６を
締め付ける。このボルトの最終締結時において、図５に示すように相対する締結片６３、
６３が正しく並行にならないで互いに少し傾斜した姿勢で締結された場合でも、締結片６
３のカマボコ形凸状受部６４に嵌合配置されたワッシャ６６並びにナット６５が円弧面に
沿って摺動変位することができる。したがって、ワッシャ６６並びにナット６５の座面が
締結片６３の凸状円弧面６４ａに対して常に接し、且つボルト頭部の下部座面６７ａとワ
ッシャ上面も平行な姿勢で常に接する。それにより、ボルト締付に必要な大きな座面圧が
得られて、弛みの生じない確実な締付状態を維持することができる。また、ナット６５の
一部が締結片６３に嵌り込む構造となっているので、ボルト６７の先端をナット６５に螺
合する際に指先で軽くナット６５を支えつつ円弧面に沿って摺動させることによって、ナ
ット軸心をボルト軸心に一致させることができ、容易にボルト６７をナット６５に螺合す
ることができる。さらに、凹状受部６４内に凸状の円弧面６４aを設けたことにより、ワ
ッシャ６６及びナット６５の凸状円弧面６４aと接する側の面を平面とすることができる
。したがって、ワッシャ６６及びナット６５として汎用のワッシャ及びナットを用いるこ
とができ、管継手を安価に生産することが可能である。
【００２１】
　また、図３に示すように、接続すべき管体２を継手本体１の筒状接続部１１に外嵌する
際に、誤ってパッキン４のある箇所まで管体２が到達しない状態で取り付けた場合、水漏
れ検査の際に、管体内部を流れる水が漏出溝１４からパッキン装着溝１３を伝って外部に
漏出し、確実に水漏れを認知することができる。
【００２２】
　また、本実施例では、前記スリーブ５の内周面に軸心方向に一定の間隔をあけてリング
状の内側突起５２が設けられ、該内側突起５２の反対側でスリーブ外周面にリング状の外
側突起５３が形成されているので、締付バンド６による外部からの締付力を内側突起部分
に集中的に負荷させることができ、より大きな締付力を発揮することができる。
【００２３】
　上記実施例では、左右に開口する継手本体１の一端に管体２を接続する筒状接続部１１
を設け、他端に別の管体３を螺合連結するボルト接続部１２を設けた構造としたが、この
ボルト接続部１２を上記筒状接続部１１と同じ構造とするようにしてもよい。
【００２４】
　なた、継手本体１の形態は、図７に示すようなＬ型や、図８に示すようなＴ型としても
よいことは勿論である。
【００２５】
　以上本発明の代表的と思われる実施例について説明したが、本発明は必ずしもこれらの
実施例構造のみに限定されるものではない。例えば、上記した締付バンド６は、一般的な
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管継手における管体接続部分の外周面からの締付け用のバンドとして応用することが可能
である。その他本発明ではその構成要件を備え、かつ本発明の目的を達成し、本発明の効
果を奏する範囲内において適宜改変して実施できるものである。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明は、水道管や下水管等の金属製又は合成樹脂製の管の継手として利用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明にかかる管継手の一実施例を示す分解斜視図。
【図２】上記管継手の接続状態を示す断面図。
【図３】上記管継手の誤った接続状態を示す拡大断面図。
【図４】本発明における締付バンドの断面図。
【図５】本発明の締付バンドの締付けた状態における断面図。
【図６】図５における締付バンドを矢印ＶＩ方向から見た図。
【図７】本発明にかかる管継手の継手本体のみの別の形態を示す断面図。
【図８】本発明にかかる管継手の継手本体のみの更に別の形態を示す断面図。
【図９】従来の締付バンドを示す説明図。
【符号の説明】
【００２８】
１　継手本体
１１　継手本体の筒状接続部
１３　継手本体のパッキン装着溝
１４　継手本体の漏出溝
２　管体
４　パッキン
５　スリーブ
５１　スリーブのスリット
５２　スリーブの内側突起
５３　スリーブの外側突起
６　締付バンド
６１　クランプ部
６２　ボルト挿通孔
６３　締結片
６４　凹状受部
６４ａ　凹状受部の凸状円弧面
６４ｂ　規制壁部
６５　ナット
６６　ワッシャ
６７　ボルト
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